
いちき串木野市 産後ケア事業のご案内 

 

いちき串木野市では、出産後のお母さんと赤ちゃんが安心して過ごせるよう産後ケア事業を 

実施しています。産後ケア事業では、医療機関や助産院、自宅等で助産師等から育児指導や 

授乳指導、心身のケアを受けることができます。 

 

対象者 

いちき串木野市内に住所を有する 1歳未満のお子さんとお母さん 

 

産後ケアの内容 

・からだのケア：お母さんの体調に応じて、からだを休めることができます 

・こころのケア：育児への不安など、お母さんの悩みを聞き、不安を取り除くためのアドバイスや 

サポートを受けることができます 

・育児のサポート：沐浴や赤ちゃんのお世話について等アドバイスを受けることができます 

・授乳のサポート：授乳指導や乳房ケアを受けることができます 

 

サービスの種類   

★今年度より、宿泊型・日帰り型・訪問型あわせて５日目までは利用者負担はありません。 

種類 内容 利用単位 
利用額 

5日目まで 

利用額 6日目以降 

（産婦のみの利用の場合） 

宿泊型 
医療機関や助産院等に宿泊して 

産後ケアサービスを利用します 

1泊 2日 

（2日利用となります） 
０ 円/日 

5,500円/日 

（4,400円/日） 

日帰り型 
医療機関や助産院等に通所して、 

産後ケアサービスを利用します 

６～８時間以内 

（1食付き）（1日1回） 
０ 円/日 

2,700円/日 

（2,160円/日） 

訪問型 
助産師が自宅を訪問し、産後ケア 

サービスを受けることができます 

2時間以内 

（1日 1回） 
０ 円/回 1,300円/日 

※課税世帯の場合の利用額です。課税状況により負担額が異なります。 

※多胎利用の場合は、加算額がありますので市ホームページよりご確認ください。 

 

利用期間 

7日間（宿泊型・日帰り型・訪問型を合わせた期間） 

状況により 14日まで延長することができます。 

 

申請方法  

右記二次元コードを読み取り、電子申請をお願いします。  ▶▶▶ 

電子申請の際、母子健康手帳の写真添付があります。 

※令和 7年 1月 2日以降に本市へ転入された方は 

前住地での課税証明書の提示が必要になります。 

R７年度 

電子申請フォーム 



利用の流れ  ※利用承認までお時間をいただきますので、期間に余裕を持ってご申請ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用可能な施設一覧 

施設名 連絡先 所在地 宿泊型 日帰り型 訪問型 

久米クリニック 0996-32-7663 いちき串木野市曙町 25 × 〇 〇 

くすもと産婦人科 099-273-6666 日置市伊集院町郡 1193-1 〇 〇 × 

いちご助産院 099-208-0017 日置市伊集院町猪鹿倉 484-9 〇 〇 〇 

田島産婦人科 0996-22-0311 薩摩川内市平佐町 1957-7 〇 〇 × 

済生会川内病院 0996-22-8960 薩摩川内市原田町２－４６ 〇 〇 × 

あいかな助産院 ０９０-２３９３-５１７７ 薩摩川内市五代町 7107 × × 〇 

愛育病院 099-268-0311 鹿児島市小松原１－４３－１５ 〇 〇 × 

Aroma助産院まどか 090-6339-0492 鹿児島市紫原６丁目２０-２２ 〇 〇 × 

柿木病院 099-224-3939 鹿児島市加治屋町 15-3 〇 〇 × 

マミィ助産院 099-263-1153 鹿児島市中山町 2598 〇 〇 × 

のぼり病院 099-256-1313 鹿児島市荒田１－１３－１３ 〇 〇 × 

鹿児島中央助産院 099-210-7560 鹿児島市伊敷６丁目１７-１８ 〇 〇 〇 

みつお HOUSE 0995-55-8782 霧島市隼人町見次 1306-1 〇 〇 〇 

フィオーレ第一病院 0995-63-2158 姶良市加治木町本町 307-1 〇 〇 × 

                       ※訪問型の利用については、各施設へ直接お問い合わせください。 

① 利用者と産後ケア

施設との日程調整 

② 申請書の提出 

③ 利用承認 

自己負担額の決定 

④ 決定通知発送 

産後ケア実施施設と利用者様にて利用日の調整をお願いします。 

産後ケア実施施設は下記をご参照ください。 

⑤ 産後ケアの利用 

二次元コードより申請をお願いします。 

（母子健康手帳をご準備ください） 

申請内容によっては利用される方へご連絡する場合がありますので、 

日中連絡がとれる電話番号の記載をお願いします。 

申請日より 1 か月以内にご自宅へ自己負担額を記載した産後ケア事業

利用決定通知を郵送いたします。 

決定通知は産後ケア利用時に施設へ持参してください。 

産後ケア終了時に決定通知に記載のある自己負担分をお支払いください 

また、利用後は下記アンケートにご協力をお願いします。  

あいびれっじ  ☎０９９６－２４－８３１１ 

◀産後ケア利用後アンケート 

ご協力お願いします。 


